
全教広島女性部・憲法学習会  【楾大樹弁護士 憲法講座】 

みんなで考えよう！ 

憲法が生きて輝く学校を 

10 月 14 日(土)、東区民文化センターで全教広島女性部主催の憲法学習会が

オンライン併用で行われました。オンライン参加をあわせて 30 名の参加者で、豊

かな学習となりました。講師は「檻の中のライオン」で有名な弁護士の楾 大樹さ

ん。『憲法が生きて輝く学校を』をテーマに、2 時間があっという間に感じる軽快な

口調で、「憲法」を人形を使いながら、わかりやすくお話しをしてくれました。 

「憲法は難しくてちょっと…」と敬遠されがちな憲法ですが、そもそも憲法とは、

人間が人間らしく生活するために必要なものです。「主権者教育が必要」と言われ

ますが、根本の「憲法」についてその仕組みを教えるようなカリキュラムが設定され

ておらず、”暗記するもの“と捉えられるような教育行政の在り方や現場の教職員の姿勢を指摘ました。 

参加者は楾さんの話に大きく頷きながら、時には引き込まれ、笑いもあり、豊かな学習会となりました。 

 

【参加者の感想】（一部抜粋） 

○本当に主権者を育てると言うことを決めてみんなでやってこなかったと思います。なんとなく漠然と「みん

なで決めてみんなで守る」ことが大切だと。話し合いの場を持つことを大事にしなければ、子どもたちの

自治の力は育たない…と口では言っていたのに…。憲法を守るのは誰かと言うことが自分でもきちんと

自覚できていなかったんだと思います。でも、今の教育現場(特に小学校)で、そういう自覚がしっかりあ

る教師がどれぐらいいるのか…。私を含め、そういう教育を受けてきていない人が教師になっているか

もしれません。 

○憲法のことについて何を学んできたのかなぁと…。「親が語れないから、子がわからない。」当然のこと。

こんな教育行政になっていることに若い教員にわかってもらって、今からでも子どもたちに知らせないと

いけないと強く思いました。クリアファイルをまず社会科教員に配ろうと思います。 

○憲法について学校の授業でしか学ぶ機会がなく、今日の先生のお話のような子とは初めて聞いたように

思います。もっともっと関心を持つことが必要だと感じました。憲法違反に対して、Ｎｏ！と言えるように

なりたいです。多数決＝民主主義もなんとかしたいですね。 

○この 10 年間、中 3 社会でずっと「檻の中のライオン」「檻を壊すライオン」を使ってスライドで授業をして

きました。どんなに社会科や勉強が嫌いな子でも必ず

飛びついてきます。とても優れた教材です!!正進社の

資料集も採用しています。「私の授業は正しかった！」

と確信することができました。 

○「憲法が苦手」と言った同僚は、きっとひたすら暗記さ

せられたからなのではないかと思いました。今度理由

を聞いてみようと思います。なぜ憲法があるのか、私た



ち教師の役目はなんなのか、について一緒に話をしてみようと思いました。 

○教師として考えさせられるお話しでした。一人一人に決まりを作る力があるんだと言うことを教えていた

だきたいと思いました。議論をすることが民主主義!!これを教室に学校に根付かせたいと思います。 

○憲法のこと、知らないことだらけで、50年も生きてきたのか…、と恥ずかしくなりました。考えて行動する

ことをしっかりやっていきたいなと思いました。楾先生のエネルギー源がすごいです。なんでしょうか？ 

○お話しの中に外国の例がいくつも出てきましたが、これからは我々も教育や学校のことに疑問を持った

ときは大いに諸外国はどうしているのかを調べ、日本にあったものを吸収していくことが必要に思いまし

た。子どもたちに教えるとき、みんなのために勝ち取るべき自由と、人に迷惑をかける自由の違いをわか

らせることが大事だと思いました。 

○日頃突き詰めて考えることのなかった「憲法」について、政治との絡みも交え、学習することができ、あり

がとうございました。政治の裏側や、政治の問題点にも気づけるようになりたいと思います。 

○戦後日本の教育行政は主権者を育てる教育をやってこなかったという話に自分自身も教科書を教える

ことに力を注いできたことに恥ずかしさを感じました。主権者を育成する教員は憲法を正しく理解して

日々の実践をしていかなければいけないと思いました。たくさんのことに気づかされ、自分が憲法につい

てあまり考えてこなかったことも反省しています。今日はわかりやすい話でとても楽しく憲法を学ぶこと

ができました。ありがとうございました。 

○「憲法」と聞くと堅苦しくて難しくて身近なもののはずなのに、自分達の生活とはかけ離れた存在という

気がしますが、今日の話を聞くと、とても簡単で、でもとても大切で、シンプルなものだとわかりました。

はんどう先生の話もとてもわかりやすくて、憲法が温かい生身の体温のある生き物のように感じました。

特に「憲法とは人間が生まれながらに持っている基本的人権を守るためのシステム」というのがスッと胸

に刺さりました。 

○迫力あるお話しで引き込まれながら納得しながらお話しを聞くことができました。みんな同じ人間として

人権が守られるべき。そのために私たち国民が意識して見守り、おかしいことは声に出していかないとい

けないのだと思いました。 


